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（司会） 
 続きまして，ふた方目のご講演でございますが，東京都の専門副参事で

あられます，髙木様より，「アメリカの橋梁点検の現状と課題」というこ

とでご発表お願いします． 
 
（髙木氏） 

■私は行政技術者なので，依田先生とか，私の

後にお話する山田先生とは，かなり技術面の考

え方が違います．ミネアポリスの調査に私も東

京都として別途行ったのですけど，調査の目的

というのは，実際に原因を探るとか何かではな

くて，将来東京都としてどうしたらいいのかと

いうことを考えて調査に行ったということで

す．現実的に今，どういうことになっているの

かというと，現場では既に新たな橋梁の工事が

始まっているのですね．３週間くらい前から下

部工の杭打ち工事をやっているのです．それで先ほど，西川さんも一緒にいらっしゃった午前に

行われた別の会議の話で，アメリカ人の話だと，20人くらいが今回の事故に関係して訴訟のため
に訴えているといったことを話していましたけど，後はなぜ事故の情報を公開しないのかという

ようなことを，かなり話題になっているということでした． 

 

それで実はこの報告書をまとめあげる段階で，三木先生や依田先生にもご助言を受けたり，他

に，私の前にドーコンの方とか，それから春日さんとかいらっしゃったので，その方々からもご

協力いただいて本報告書を作成しています． 
 
■今回の報告書は基本的に私が作りましたの

で，説明させていただきます．まずは，実際に

行われていた点検ですが，皆さんご存知だと思

いますけど，1967年の 12月 15日のシルバー
ブリッジの崩壊からスタートしたということ

です．これがシルバーブリッジのありし日の姿

で，1928 年．真ん中が落ちた写真で，右側が
よく見る写真ですよね．この事故を発端として



点検を義務化し，皆さんがご存知のようにその後種々のいろいろなことがあってですね，検査基

準，NBIS トレーニングマニュアル 70 などを制定したと．今，90 なって，また改訂作業をやろ
うなんていうことを去年とか話題にし，今年行ったときも話していましたけれども，点検の頻度，

これは果たして多いのか少ないのかといいますと，私はアメリカの実情から判断するとこの程度

の頻度で行ってもいいのかなと思っていますけど，他の規定は，公認橋梁点検士の資格を持った

人がやってくださいということです．先ほども JR の人とお会いしたら，日本人で２人目の資格
取得者が出た，要するに日本人にも資格を取った人がいるということで，いよいよ私も古い人間

になったなと感じたのですけど． 
 
■これが 1968年の Federal Highway actが規
定され，1971年に NBIS・全米橋梁検査基準を
規定し，1978年には，20フィートの全ての橋
梁について点検を義務化したということで，順

次このような規定を追加して現在至っている．

今回調査したペンシルバニアとかですね，他の

州でも規定の 20 フィートではなくて，それよ
りも小さい橋もかなり点検を行っているみた

いなのですよ，その詳細を確認するとですね．

このような事実を踏まえると米国は，本腰入れ

て種々の橋梁の点検してるというようなことのようです．私はですね，アメリカっていうのはす

ごいなと思うのは，その後，要するにマイアナスリーバーが落ちたり，87年にショウハリークリ
ークブリッジが落ちたりですね．その都度米国政府は，点検や維持管理について種々の整備をし

ているのですよ．私いつも思うのは，なんかそういうイベントが起きないと，日本も含めてそう

ですけど，なかなかやらないのですよね．また，大きな事故が発生してもその後，すぐ忘れちゃ

うっていうのがね，やっぱりこれ一番大きな問題で，やっぱり継続的にいろいろな面での対応作

業を行うことが必要だなと思っています．先ほど依田先生もご紹介ありましたけど，破壊の危険

性のある橋梁の特定ということで，米国の管理橋梁評価において，フラクチャークリティカルメ

ンバーズとリダンダンシーというような，こうようなことを行っています． 
 
■じゃあ点検の概要ですけど，９月にペンシル

バニアへ行っているときもいろんなことを聞

いてきました．まず公認点検士による点検を義

務化していますということで，すごいと思った

のは，アメリカの点検士というのはですね，内

部でもかなりいろいろな要するにチェックを

受けているのですよね．点検をした後に，必ず

その結果が出るわけですよ．そうするとその州

が保有している点検士チェック機関が働いて



いてですね，要するにその点検士の評価した内容を全部集めて，その適合率っていうのをチェッ

クしているらしいのですよ．あまりにもその正解率っていうか，確率的に劣っていると警告をす

るということなのですよ，当事者である点検士に対してですね．そうするとやっぱり今後日本も

ですね，たとえば点検士による制度を作るのだとしたら，そういうような後でチェック機構とい

うのがかなり重要だなと思って感心しつつ聞いてきました．それから外観目視，６フィートまで

近接してやるとししています．そのときもペンシルバニアの人に聞いたのですけれど，じゃあミ

ネソタのあの橋はどうだったのかと状況を推測してくださいと聞いたら，そのことはよくわから

ないけれど，でも我がペンシルバニアの場合には，要はものすごく近くまで寄っているのだと．

要するに指で触ってやるのだと言ったのでね，ああそうかそうか，そんなに近づいてやろうとい

う意識と意欲があるのだなと思ったのです．それからご他聞にもれず，非破壊試験というのはね，

当然のごとくやっているのだろうなと思って聞いたら，超音波，磁粉，浸透探傷，等々いろんな

ものをあげていました．それから地表レーダー，インパクトエコーなど，また，その他でチェー

ンドラックっていうのは昔から使っている道具で，チェーンを引きずっていってですね，床版も

しくはコンクリートに空きがあると音が変わるからそれでチェックをしているとの説明がありま

した．これまでに紹介した道具や装置が主体で，それ以外のものとして今はレーダーも採用して

いますと言っていました．それから材料試験，それはですね，鋼材の強度試験も実施していると

の話がありました．では本当にどこを抜くのかといったら，やっぱり構造的に問題があったり，

昔からですね，材料がよくわからないところは，必ず材片を取って確認することを強く言ってい

ました．他の試験としては，シャルピー試験とか，ブリネル試験とかですね，そういう名前も実

際に挙げて，こういうふうにやっているのだというような紹介をしてもらいました．それからも

う１つ重要な事項として，点検データの処理，ポンティスを使用しています．私の以前の聞き取

り調査では，ニューヨーク州とかですね，それからペンシルバニア州などは，元々ポンティス導

入に積極的じゃなかったのですよね．今回行ってびっくりしたのは，もう昨年の 10月からすべて
ポンティスに切り替えたと紹介されたことです．他の州はどうだと言ったら，彼の知る限りでは，

ほとんどもうすべてそうだと．また後ほど紹介しますけど，なぜそのように変更したのかと確認

すると，薄々は感じていましたが，補助金の率がかなり日本と違うのですよ．ですから，補助を

受けるためにはこのポンティスで統一的な評価を受けなくちゃいけないというようなことのよう

です． 
 
■これは点検表ですので，お手元に資料があり

ますから見ていただければわかるのですが，こ

れはちょうどミネソタの今回の緊急点検を受

託した PB社が緊急点検をやったのですよ．そ
のときに他の橋梁の点検結果を紹介して，いろ

いろ細かく説明を受けてきたのです．あわせて

その時に公式的な見解として確認したミネソ

タの例のミネアポリスの 9340橋梁については，
一切しゃべってくれなかったのですよね．話は



戻りますが，点検表の中を見ると，道路諸元から，要するに橋梁の諸元，塗装の履歴，健全度の

診断結果等々全部きちっと把握されていると． 
 
■この表が，ポンティスのコメントを含めて要

するに劣化が進んで，どの部材がですね，何が

必要なのかというものを記入するということ

なのです．この記入については，私が平成 8年
に点検士を取ったときも同じでして，その記入

に非常に苦労したことを覚えています．この数

値を入れるのが非常に大変な仕事で．ポンティ

スの表に入力する際，この数値の内容とどの対

策を選ぶかがとても大変な作業です．このよう

な表形式になっていて，その中から具体の内容

を選んでいくのですよね．それをですね，全橋に対して実施するというようなことで，今回の緊

急点検でも，ＰＢ社は同様なことをやったということでした． 
 
■これがですね，アメリカ合衆国の橋梁割合で，

全体見ていただければわかるのですけど，46
万 9638橋梁のうちに，41.9パーセントが鋼橋
なのですね．じゃあ下の数字はその中の，要す

るに構造的に問題のある橋梁，10万 8578，全
体の 23.1 パーセントなのです．そのうちの
32.5パーセントが鋼橋で，木橋が 48.1パーセ
ントあるという．私としては，特に木橋の部分

がね，非常に興味深いということです． 
 

 
■架設年次についても，こういうようなことで，

ピークが日本と同じような傾向をもっている

ということです． 
 
 
 
 
 
 
 

 



■これは先ほど紹介がありましたけど，付近の状況は，実はこういうような位置関係になってい

るということで，今新しく架けている橋はですね，向かって左側の上のセントアンソニーフォー

ルズっていう滝の名前を取っているようです．昔から，ミネソタ，ミネアポリスの著名な滝とし

て有名で，ミシシッピー川に滝がある中のそういうようなことで，昔から市民の方から愛されて

いる．その橋の名前をとったというのが，何か非常に私個人としては印象深かったなと思ってい

ます． 
■これは，先ほど依田先生がご紹介した内容と同様です． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



■これも構造的に表示した内容で，向かって南

側から二径間の連続の合成桁の鈑桁，三径間の

連続の鈑桁，センタースパンが三径間のゲルバ

ー式の連続ワーレントラス橋，右側移って三径

間の連続の鈑桁橋，合成桁ですね．最後は三径

間のホロースラブというような構造になって

います． 
 
 
 
 
■断面を切ってみますと，トラスの主構，黄色

の所ですけど，このフロアートラスの上に，床

組構造がこういうようなことで乗っかってい

るというような構造になっています． 
 
 
 
 
 
 

 
■これが落ちた瞬間で，これ，いろんな皆さん，

ご覧になっていると思いますけれど，私の個人

的な感覚では，当初のアメリカの報道では，何

か北側の方がですね，原因だということコメン

トなのですけど，どう見ても北側とは思えなか

ったのですよね． 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



■次が要するに上空から見たものです．ですか

ら北側のところから見ると，上流側のところが

一部落下をして，その下が下に落下．次の事例

は，センタースパンが真下に落下して，次のＰ

－６のところが 25 メーター下流方向にずれて
いると．その次のところは河川方向に落下をし

て，引きずられるように前へ出ているというこ

とです．左右の橋梁において何でこう違うのか

というと，やはり北側の左岸の方は，バチ状に

広がっているというようなことで，ストレート

な分だけ影響受けて，上流側だけ落下したのだろうなと．それから要するに南側のほうは何故こ

こで止まったのかというと，ここからカーブが入ってきているのですよね，線形として．だから

うまくそこのところだけ不幸にして落ちたのだなという印象を受けています． 
 

■これが実際に落ちたところのセンタースパ

ンのところです． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■先ほども依田先生が話されていますけど，真

ん中がこんなふうに分離して要するにズレ墜

ちたということで，私はですね，はじめからこ

れはね，個人的な感覚ですが，要するに下流側

のある部分の格点が抜けたのだろうなと思っ

ているのですよ，帰国後もずっと，今でもそう

思っていますけど．それはその一因を起点とし

て，この真ん中が裂けるように落ちたのだろう

と． 
 

 
 
 



■それからもう１つは，300トン近い建設機械
と材料が橋梁上に乗っていたということです

けど，私の見た限りではやはりこれは超速硬コ

ンクリートを打ったのだろうなと．そういうよ

うな準備をしているのだろうなというような

ことを見てとっているということです． 
 
 
 
 

 
■次にこれが調査ですが，約１ヶ月ちょっと経

った後に現地に行って見てきたということで

す． 
 
 
 
 
 
 
 

 
■これは要するに取り付けの部分，合成桁で，

はっきりジベル構造が確認できます． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



■次にこれがその次で，河川を渡ったところの

P-4，5 付近です．ちょうど合成桁から主トラ
スのところです． 
 
 
 
 
 
 
 
 
■主トラスのところですけど，端部のところは

ジベルを打っているのですよ，やはり．ですか

ら合成をきちんとこの部分はとっていたと． 
 
 
 
 
 
 
 

 
■それからその先越えたところ，やはり真ん中

のところ抜いたところに，それまたヒンジのと

ころに近づくにしたがってまたジベルを打っ

ているのですよね．ですからポイントとしては

やはり，トラスのサイドスパンもかなり合成効

果を持った橋になっていたということです． 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



■あとセンタースパンのところは見ていただ

けばわかるように，可動支承はこういうふうに

すべて飛んでしまって，実際には下のところに

ベアリングなんかが転がっているというよう

な状況です． 
 
 
 
 
 

 
■センタースパンはこちらですね．これは主桁

の断面なんかを見たのですけれど，やはりジベ

ルは全く打ってなくって，上フランジの上は非

常にきれいな状態だったということです． 
 
 
 
 
 
 

 
■今度左岸側に移って，P-7 のところです．これも固定支承ですけれど，固定の下が残っている
ということで，前の部分が落下しために，そこの支点を中心に回転して，下へずり落ちたという

ような形になっています． 

 
 
 



■これが P-7から 8に移ったとこです．ここも
ですね，実は P-7，8 のところの上フランジの
ところにはジベルが打ってあります．ですから

やはり左右共，要するにジベルを打ってあると

いうことを確認をしてきたということです． 
 
 
 
 
 

■次に調査結果ですけど，これが二径間の橋脚のゲルバーヒンジです．ですから向かって左側，

右岸側のところですけれども，このようにヒンジは前面へ出てしまって，支承としての機能は果

たしていないということです． 

 
■それからここが孔明きのカバープレートの

部分で，私はですね，非常に見ていて不安だっ

たというのは，ごらんいただければわかるよう

に，差込の仕方，それから孔の開いているとこ

ろがですね，通常我々が日本で設計をしている

ものと，かなり差異があるのですよね．ですか

ら本当にこういうような構造で全てをカバー

プレートに持たせるような構造で，果たして何

か要するに変形若しくは破断したときに，構造

全体が崩壊を防ぐように機能を果たせるのか   

というような感じです． 
 
 
 



■それからこちら側がセンターに移った，要す

るに，トラスと合成桁のヒンジ部です．こちら

もですね，前に紹介したようにストップホール

を空けることで疲労の対策をしているという

ような状態です． 
 
 
 
 
 
 
■これが六径間のヒンジ部ですね．本箇所もか

なり腐食がひどいということで，確かに支承機

能としては成り立っていないのかもしれませ

ん．また，P-6上の縦桁のヒンジ部についても
固定用ボルトが脱落していたり，支承ブロック

が回転をしているという状態があったとのこ

とです． 
 
 
 

 
■今度，トラスの断面ですけど，これが要する

に事故前の状況です．特に，トラスの格点部分，

この重なった部分ですが，リベットと，高力ボ

ルト，溶接を，混合させた添接構造になってい

るということで，これもやはり問題があるなと

思っています． 
■もう１つ，これは実際に竹の節のようにです

ね，ダイヤフラムという機能はそれを剛性保持

すると同時に，応力流れをスムーズにさせると

いうことからいうと，重要な部材だと思うので

すよね．ところが，この橋の場合は，このように仮止め構造を採用し，溶接をしたということで，

現実的にはこういう部分にクラックが発生していること．また腐食もこのように進展していると

いうことですから，あまりいい状況ではなかったということだと判断されます． 
 
 
 



■先ほども先生が話されていましたけど，すぐ

に架け替えができない場合の対策として，床版

の打ち替えと塗装の塗り替え，ヒンジの除去を

指示．橋面排水の再構築などの指示を行ってい

る．また，最終的には長期的な考え方として架

け替えを勧めていたのですよね． 
 
 
 
 

 
■本橋の過去の種々の対策全体を見るとです

ね，後で詳細に読んでいただければいいと思う

のですけど，いろいろ種々の対策を行っていま

す．確かに種々の改善はされていますが，しか

しながら改善した他の箇所においては，悪い箇

所がまた新たに出てきているのですよね．です

から一生懸命，一生懸命いろんな対策をやった

けど，なかなか追いつかない．また全体的ない

ろんな種々の対策をしようと思ったのだけど，

根本的な対策ができずにきてしまったという

ようなことだと私は感じています． 
 

■これが先ほどご紹介した，端部のトラス部分

です．そのための対策をしたものです． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



■これはですね，実際にミネソタ大学が点検を

しているときの写真です．ですが格点の部分に

ついて中を見たりですね．途中にゲージを貼っ

たりなんかして，種々の調査をしています．た

だその結果がどのくらい反映されたかという

と，疑問が残るところもあります． 
■それとこれは P-6 の橋脚の格点部の点検実
施状況です． 
 
 

 
 
■それから次の写真もトラス部材の点検状況で，右側を見ていただければわかるように必要な箇

所には点検施設を設置しています．ですからポイントなるところは，毎年，かなりの頻度で事前

に不安のあるような箇所は点検を行っていたということが言えると思います． 
■これは要するにトラスの下弦材，支点から１つ目の部分です．これが中央から２つ目の部分で

すが，このような腐食状況であったということです． 
■それから P-7 から１つ目の格点，それからこちら側が床版のヒンジ部ということで，ヒンジの
ところに床版からコンクリートが落下し，桁の上に残っていたり，水の影響でかなり腐食が進ん

でいる．これも見ていただければわかるように，一部の構造及びその周辺が不安を覚えるような

構造が確認できます．腐食と疲労とかの損傷以外にも，構造や詳細構造に問題の箇所があったと

思われます． 

 
 
 
 
 
 



■これがフロアートラスの最上部の箇所です

が，コンクリートが落下し，上フランジに残っ

ている状況です． 
 
 
 
 
 
 
 

 
■これは支承構造，先ほど先生もおっしゃって

いましたけど，将来架け替えることも考えると

なかなかできなかった対処が不可能であった

のかもしれません．ただ，以前国内の報道でハ

トの糞が原因だと報道されていましたが，孔明

きカバープレートはほとんど全部をプラステ

ィックのカバーで覆っています．ですから，州

政府としても可能な限りそれなりの対策を実

施してきていると私は思っています． 
 

 
■構造的な評価ですが，構造的な欠陥としての

評価ジェネラルコンディションレイティーン

グでは４以下の判定となっています．それから

当然のごとく，適応対策については，今後何を

行う必要があるのかについて調査を指示して

います．1993 年以降は点検の頻度を１年に１
回ということとなっていますが，要注意で，動

態観測の状態に入っていたということだと思

います． 
 

 
 
 
 
 
 



■また，ジェネラルコンディションレイティー

ングが４以下の橋梁というのは，その評価項目

として著しい部材の断面欠損とか，下部工の移

動などというようなことです．しかしながら，

橋の危険性が高いことを示すものではないと

の表現となっています． 
 
 
 
 

 
■それからこの件についても依田先生からも

ご紹介がありましたけど． 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■このような判断基準による米国政府の投資判断で，橋梁対策を許可する若しくは，橋梁の決定

する判定基準は，このような判定の数値があり，その範囲は 100から０（ゼロ）だということで
す． 

 
 
 



■以上のことから，私が現地で，また日本に戻

ってきて，今回の事故の原因について，まず鋼

橋の代表的な損傷，亀裂と腐食の存在について

考えてみました．弦材には，疲労亀裂はなかっ

た．しかしながら，格点の部分には，疲労亀裂

が発生し，格点の部分の疲労亀裂はなんらかの

原因もしくは振動等によって，進展したという

ようなことも考えられるということです．それ

から床組にも深刻な腐食が進展していた．可動

支承は，先ほどご紹介したように，本当に機能

していたのか？ それからヒンジ部も同様に腐食があれだけ進展していると，まずほとんど動か

ない状態だったのじゃないかなと，以前の状況から私は感じていますが．他の理由としては，合

成桁には疲労亀裂が多数発生していた． 
 
 
 
■また，ゲルバー式の連続ワーレントラスの構造的な問題ですけど，トラスの耐久性，それから

上側で補修工事を行っているときに，切削機とかですね，かなり大型のブレーカーを持ち込んで

振動をさせるような工事をしていたように聞いていますが，果たしてそのような種々の状況下で

対振動性が十分であったのかと．それから，ゲルバー式ワーレントラスの必要となる左右のバラ

ンスは，本橋梁の場合十分に配慮されていたのかなど，私は思っています．それから，今回の崩

落事故で重要な最もガセットの安全率およびリダンダンシー機能はあったのかということです． 
■私が今回の事故を受けて着目しているのは，多分このあたりだろうなと今でも思っています． 

 
 
 
 
 



■次にじゃあ本当に防げたのかということで

す．今までの東京都の実例とか，いろんな事例

を見ると，まず何か起こるときにはですね，異

常音，異常振動が確認されます．実際に現地の

人はそういうことを話している人もいるんと

聞いています．それは後から追加されたものか

もしれませんが，多分，誰かは聞いていたのだ

と思います．それからその点検結果への対応は

適切だったのかというのは，点検をこれまで紹

介したようにかなりの頻度で実施していいて，

これだけいろんな異常な問題を抱えていて，なぜ十分な対策ができなかったのかということです．

40年満たない橋において更新が必要となったとしても，東京都において同様な事例が発見された
としても，直ぐに架け替えた方がいいとは，多分言えないと思われます．ですから，米国の場合

も種々の公表できない理由があったと思われます．他の理由としては，本橋の場合に構造および

機能補強はできなかったのか．先ほどもご紹介しましたけれど，あと適切な投資計画が策定され

ていたのか，予防保全型管理を実行していればというようなことです． 
 

■現在，東京都の橋の場合には，こういうよう

な状況ですけど，日本もそろそろアメリカと同

じような状態になってきたなと思っています． 
 
 
 
 
 
 
 

 
■これはもう１つ，先ほどご紹介した，ペンシ

ルバニアにおいて確認してきたことですが，日

本の場合と米国では，投資が違うのですよね．

向かって右側だけ見ていただければいいので

すけど，州間連絡道路の場合には，補助金が

90 パーセントです．州の管理する道路の場合
には，補助金が 80パーセント．これはですね，
測量試験費，点検，すべての事業費に投資対象

としていると聞いていいます．日本の場合は，

点検とか測量試験費は，ほとんど単独費なので



す．そういうことから言うと，アメリカと日本

とはかなり違う．もう１つは，これだけの補助

金を受け，各州の投資について全米規模での判

断が必要となると，やはり，ポンティスという

マネジメントシステムに頼らざるをえないと

いうことは，現状から理解できると思います． 
 
 
 
 

 
■このように，全米の全州がこのように種々の

資料が公開されているのですね．その資料を確

認すると，ミネソタ州，8.7 パーセント．それ
から私が行ったペンシルバニアが 25 パーセン
トです．ニューヨーク，12.2パーセント．この
ペンシルバニア 25 パーセントというのは，多
分ペンシルバニアは，これだけ悪い橋梁という

か，投資が遅れているとも判断できると思って

いますが．ペンシルバニア州としても，FHWA
の補助金がかなり必要になっていたのだろう

なと私は思います． 
■現在，ミネソタ州出身の議員が発案して，2007 年全米道路橋の再構築点検法 HR399 を策定，
下院の公聴会を通って，実際これから新たな投資案に向かって進んでいる状況のようです．これ

は，更新する新橋の建設を含むに全米種々の橋梁に対する対策を行い始めるということです． 
 

■最後ですが，まず今回の崩落事故を受けての

提言ですが，予防保全型管理への転換と適切な

投資が必要であると判断しています．特に，適

切な点検と健全度診断が必要だと思います．そ

れからそれらを生かすマネジメントを活用し

た適切な投資が必要ですと考えます． 
■橋梁点検の見直しについてですが，点検士，

点検内容，点検頻度の見直しを行うことが必要

であるとも考えています．先ほど依田先生も話

されていましたが，日本においても，今回のよ

うに崩落事故につながる部材の判定，フラクチャルクリティカルメンバーの考え方を導入した方

がいいなとも思っています．それから非破壊試験の導入，やはりアメリカでもビジュアルインス



ペクションだけじゃ耐えられないということで，新たに種々の点検法，調査法を考えています．

私としても種々のことを総合的に判断すると，有効な評価だと思います． 
 

■それから技術というのは，やっぱり作ったも

のを継承していかないと駄目です．ですからイ

ンハウスエンジニアの育成と，技術力の向上と，

技術の検証が必要と私は思っています． 
■今回不幸にして橋が落ちましたが，このこと

を教訓に，アメリカの技術者と定期的な情報交

換をしなくてはいけない．その際に，日本が情

報や技術を受けるだけでなく，日本の保有する

貴重なデータ，貴重な考え方，種々なことを与

えることが必要と思います．要するに，ギブア

ンドテイクでいくっていうことです．よく聞くのですが，日本人が海外の方に評判悪いのは，情

報を受け取るだけの方が多い，これでは情報交換にならない．今後は，それらを解消する方向で

直してもらいたいと思います． 
 
■これは最後ですけど，予防保全型管理への転

換ということで，これは落橋事故を起こしたと

きに，ちょうど若い方がそれを見て落胆してい

た写真が，私手に入れることができました．私

にとって，非常に衝撃的だった．まさに東京で

同じ事故が起きてほしくないなと思って，これ

を一番最後の写真として掲載しておきました． 
 
 
 

 
以上で私の紹介を終わらせていただきます． 

 
 
 


